
見附市教育委員会告示第４号 

見附市教育委員会等公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和８年３月１９日 

見附市教育委員会教育長  渡邊 茂夫 

   見附市教育委員会等公印規程の一部を改正する規程 

 見附市教育委員会等公印規程（昭和４４年見附市教育委員会告示第１７号）の一

部を次のように改正する。 

別表第１庁印の表新潟県見附市立保育園印の項個数の欄中「４」を「３」に改め

る。 

別表第１職印の表新潟県見附市立保育園長印の項個数の欄中「各１」を「３」に

改める。 

附 則 

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の見附市教育委員会等 

公印規程の規定は、令和６年４月１日から適用する。 


